
政
令
第

号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
三

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
三
条
第
六
号
の
二
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
の
六
並
び
に
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
並
び
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
八
項
、
同
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
三
項
並
び
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
六
を
第
一
条
の
十
七
と
し
、
第
一
条
の
十
五
を
第
一
条
の
十
六
と
し
、
第
一
条
の
十
四
を
第
一
条
の
十
五
と
す

る
。



第
一
条
の
十
三
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
十
五
」
を
「
第
一
条
の
十
六
第
二
号
」
に
改
め
、
同

条
を
第
一
条
の
十
四
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
第
一
議
定
書
締
約
国
間
に
お
け
る
未
査
定
液
体
物
質
の
輸
送
）

」
を
付
す
る
。

第
一
条
の
十
二
を
第
一
条
の
十
三
と
し
、
第
一
条
の
十
一
を
第
一
条
の
十
二
と
し
、
第
一
条
の
十
を
第
一
条
の
十
一
と
す
る
。

第
一
条
の
九
第
一
項
第
三
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
十
と
す
る
。

第
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
中
「
第
一
条
の
十
」
を
「
第
一
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
九
と
す
る
。

第
一
条
の
七
を
第
一
条
の
八
と
し
、
第
一
条
の
六
を
第
一
条
の
七
と
す
る
。

第
一
条
の
五
中
「
第
三
条
第
六
号
の
三
」
を
「
第
三
条
第
六
号
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
六
と
す
る
。

第
一
条
の
四
中
「
第
三
条
第
六
号
の
二
」
を
「
第
三
条
第
六
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
五
と
し
、
第
一
条
の
三

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
要
件
）

第
一
条
の
四

法
第
三
条
第
六
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る

小
径
五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
中
の
生
物
の
数
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た



り
十
個
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る

小
径
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
水
中
の
生
物
の

数
が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
十
個
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
大
腸
菌
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
細
菌
の
数
が
国
土
交
通
省
令

・
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
削
り
、
第
九
条
の
二
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。

（
船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
基
準
）

第
九
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

排
出
海
域

基

準

一

公
海

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
。

イ

主
と
し
て
公
海
に
お
い
て
積
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合



す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
船
舶
（
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
の
う
ち

、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
量
、
排
出
頻
度
そ
の
他
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
に
関
す
る
事
項

を
勘
案
し
て
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
つ
て
、
海
洋
環
境
の
保

全
に
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

公
海
以
外

次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
。

の
海
域

イ

当
該
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
が
排
出
さ
れ
る
場
所
と
お
お
む
ね
同
一
の
場
所
で
積
み
込
ま
れ
た
も
の

と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ロ

日
本
国
と
一
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
（
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
い

て
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
合
意
を
し
た
有
害
水



バ
ラ
ス
ト
の
積
込
み
を
行
う
区
域
及
び
排
出
を
行
う
区
域
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

項
を
遵
守
し
て
日
本
国
の
内
水
、
領
海
若
し
く
は
排
他
的
経
済
水
域
又
は
当
該
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水

規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
内
水
、
領
海
若
し
く
は
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水

バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ハ

特
定
船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
つ
て
、
前
号
下
欄
ロ
に
規
定
す
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
二
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
間
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
）

第
九
条
の
二

法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
間
に

お
い
て
合
意
を
し
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
積
込
み
を
行
う
区
域
及
び
排
出
を
行
う
区
域
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
を
遵
守
し
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
九
条
の
三
を
第
九
条
の
六
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
湖
、
沼
又
は
河
川
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
条
の
三

法
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。



法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
七
条
第
二
項

が
海
洋
環
境

が
湖
沼
等
（
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
湖
沼

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
環
境

お
い
て
海
洋
環
境

お
い
て
湖
沼
等
の
環
境

海
洋
の

湖
沼
等
の

第
十
七
条
第
三
項

海
洋

湖
沼
等

第
十
七
条
の
三
第
一
項

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
不
適
正
な
排
出

不
適
正
な
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
（
有

害
水
バ
ラ
ス
ト
を
湖
沼
等
に
流
し
、
又
は
落
と

す
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
七
条
の
三
第
二
項

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
不
適
正
な
排
出

不
適
正
な
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出

第
十
七
条
の
三
第
三
項

第
十
七
条
の
三
第
二
項

第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条

の
三
第
二
項

第
十
七
条
の
四
第
二
項

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出



第
十
七
条
の
五
第
二
項

外
国
船
舶

日
本
船
舶
以
外
の
湖
沼
等
に
お
い
て
航
行
の
用

に
供
す
る
船
舟
類

（
湖
沼
等
に
お
い
て
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舟
類
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
の
基
準
）

第
九
条
の
四

法
第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
（
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
を
湖
沼
等
（
法
第
十
七
条
の
六

に
規
定
す
る
湖
沼
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
流
し
、
又
は
落
と
す
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
が
流
さ
れ
、
又
は
落
と
さ
れ
る
場
所
と
お
お
む
ね
同
一
の
場
所
で
積
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
で
あ
る
こ
と
。

二

日
本
国
と
一
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
と
の
間
に
お
い
て
湖
沼
等
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
合
意
を
し
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
積
込
み
を
行
う
区
域
及
び
有
害
水
バ
ラ
ス
ト

湖
沼
等
排
出
を
行
う
区
域
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
て
日
本
国
の
湖
沼
等
又
は
当
該
船
舶
バ
ラ

ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
湖
沼
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
で
あ
る
こ
と
。

三

特
定
船
舟
類
（
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
船
舟
類
以
外
の
船
舟
類
の
う
ち
、
有
害
水
バ
ラ



ス
ト
の
排
出
量
、
排
出
頻
度
そ
の
他
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
に
関
す
る
事
項
を
勘
案
し
て
湖
沼
等
の
環
境
に
及

ぼ
す
影
響
が
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舟
類
を
い
う
。
）
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出

で
あ
つ
て
、
湖
沼
等
の
環
境
の
保
全
に
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
二
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
間
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
）

第
九
条
の
五

第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め

る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
二
中
「
排
出
を
」
と
あ
る
の
は
「
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼

等
排
出
（
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
と
、

「
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
」
と
あ
る
の
は
「
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
中
「
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「
第
一
条
の
四
」
を
「
第
一
条
の
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
四
中
「
第
一
条
の
七
」
を
「
第
一
条
の
八
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
五
中
「
第
一
条
の
八
、
第
一
条
の
九
」
を
「
第
一
条
の
九
、
第
一
条
の
十
」
に
改
め
る
。



別
表
第
一
の
六
中
「
第
一
条
の
十
一
、
第
一
条
の
十
二
」
を
「
第
一
条
の
十
二
、
第
一
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
七
中
「
第
一
条
の
十
一
」
を
「
第
一
条
の
十
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全

て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
第
九
条
の
三
」
を
「
第
九
条
の
六
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
条
か
ら
第

七
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
水
域
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
水
域
は
、
次
に
掲
げ
る
水
域
と
す
る
。

一

全
て
の
国
の
領
海
の
基
線
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
の
十
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
領
海
の
基
線
を
い
う
。
）
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
以
遠
で
あ
っ
て
水
深
二
百



メ
ー
ト
ル
以
上
の
海
域

二

前
号
に
掲
げ
る
水
域
以
外
の
水
域
の
う
ち
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
周
辺
に
前
号
に
掲
げ
る
水
域
が
存
在
し
な
い
水
域
で
あ
っ
て
、
水
域
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
と
な
る
お

そ
れ
が
比
較
的
少
な
い
水
バ
ラ
ス
ト
の
積
込
み
が
可
能
な
も
の
と
し
て
日
本
国
の
領
海
等
（
内
水
、
領
海
又
は
排
他
的

経
済
水
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

ロ

船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約

国
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
領
海
等
に
お
い
て
当
該
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
政
府
が
指
定
す
る

水
域

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

一

特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に



お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
た
め
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
（
同
項
に
規
定
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
を
行
う
水
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件

特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交

要

件

換
を
行
う
水
域

一

前
条
第
一
号
に

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
水
域

イ

船
舶
（
湖
沼
等
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
湖
沼
等
を
い
う
。
）
に
お
い

て
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舟
類
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
積
ま
れ
て
い
る
水
バ
ラ
ス
ト
の

大
部
分
が
当
該
水
域
の
水
と
入
れ
替
わ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
行
う
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
の
た
め
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ロ

水
域
環
境
の
保
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

二

前
条
第
二
号
に

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。



掲
げ
る
水
域

イ

船
舶
に
積
ま
れ
て
い
る
水
バ
ラ
ス
ト
の
大
部
分
が
当
該
水
域
の
水
と
入
れ
替
わ
る
も
の
と

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
の
た
め
の
有
害
水

バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
要
件
に
適
合
す

(1)

(2)

(1)

(2)

る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

日
本
国
の
領
海
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出

日
本
国
の
領
海
等
の

(1)
水
域
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
当
該
領
海
等
に
お
い
て

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
を
行
う
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
及
び

環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
領
海
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ

(2)
ス
ト
排
出

当
該
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
政
府
が
定
め
る
要
件
に
適

合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
を
行
っ
た
後
新
た
に
水
バ
ラ
ス
ト
を
積
み
込
む
こ
と
な
く
行
う
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出

次
の



表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
を
行
っ
た
水
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件

特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交

要

件

換
を
行
っ
た
水
域

一

前
条
第
一
号
に

前
号
の
表
第
一
号
下
欄
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
の
後
新

掲
げ
る
水
域

た
に
水
バ
ラ
ス
ト
を
積
み
込
む
こ
と
な
く
行
う
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

二

前
条
第
二
号
に

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
水
域

イ

前
号
の
表
第
二
号
下
欄
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
特
定
水
バ
ラ
ス
ト
交
換
の

後
新
た
に
水
バ
ラ
ス
ト
を
積
み
込
む
こ
と
な
く
行
う
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
要
件
に
適
合
す

(1)

(2)

(1)

(2)

る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

日
本
国
の
領
海
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出

日
本
国
の
領
海
等
の

(1)
水
域
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
当
該
領
海
等
に
お
い
て

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
を
行
う
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
及
び



環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
領
海
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ

(2)
ス
ト
排
出

当
該
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
の
政
府
が
定
め
る
要
件
に
適

合
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
排
出
で
あ
る
こ
と
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
四
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
（
新
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
十
八
条
１
の
規
定
に
よ
り
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
が
効
力
を
生
ず

る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
条
約
発
効
日
」
と
い
う
。
）
前
に
建
造
さ
れ
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
（
次
号
に

掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。
）

条
約
発
効
日
以
後

初
に
行
わ
れ
る
新
法
第
十
九
条
の
三
十
六
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備

等
（
新
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
設
備
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
の
新
法
第
十
九
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
る
定
期
検
査
（
新
法
第
十
九
条
の
四
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ



り
当
該
定
期
検
査
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
同
項
の
検
査
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
定
期
検
査
」
と

い
う
。
）
が
開
始
さ
れ
る
日
（
当
該
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
が
当
該
船
舶
を
初
め
て
航
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
に
行
わ
れ
る
特
定
設
備
に
つ
い
て
の
定
期
検
査

が
開
始
さ
れ
る
日
。
次
号
に
お
い
て
「
定
期
検
査
開
始
日
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
の
い
ず

れ
か
早
い
日

二

次
に
掲
げ
る
船
舶

平
成
二
十
八
年
に
お
い
て
船
舶
引
渡
日
（
当
該
船
舶
が
船
舶
所
有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た
日
を

い
う
。
）
に
応
当
す
る
日
以
後
の
定
期
検
査
開
始
日
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制

管
理
条
約
が
効
力
を
生
じ
な
い
と
き
は
、
条
約
発
効
日
以
後
の
定
期
検
査
開
始
日
）
又
は
平
成
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

イ

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
で
あ
っ
て
、
水
バ
ラ
ス
ト
タ
ン
ク

（
船
舶
に
設
置
さ
れ
た
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
水
バ
ラ
ス
ト
の
積
載
の
た
め
の
も
の
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

容
量
が
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
又
は
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
以
後
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶



で
あ
っ
て
、
水
バ
ラ
ス
ト
タ
ン
ク
の
容
量
が
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
と
す
る
。

（
外
国
船
級
協
会
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
）

第
六
条

改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
費

用
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
項
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
運
輸
局
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

の
一
部
を
運
輸
支
局
長
又
は
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支
局
の
事
務
所
の
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
領
事
官
の
行
な
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ

の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
領
事
官
の
行
な
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又

は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
一
条
の
九
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
の
十
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
一
条
の

九
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
条
の
九
」
を
「
第
一
条
の
十
」
に
改
め
る
。



理

由

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ

る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
Ⅵ
の
改
正
に
伴
い
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
要
件
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
船
舶
に

使
用
す
る
燃
料
油
の
硫
黄
分
の
濃
度
の
基
準
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


